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　地方公務員の共済制度が昭和37年に発足して以来59年が経過いたしましたが、その間、この制度が逐

次改善され、円滑に運営されてまいりましたことは、まことに喜ばしい次第であります。

　地方公務員共済六法は、刊行以来、諸法令の改正を踏まえ、毎年、版を改めてまいりましたが、今年も

新たに成立した地方公務員の共済制度に関係のある法令等を加え、内容の見直しを行ったところであります。

　本書は、共済制度の運営上最も必要と思われる法令等を網羅し、共済事務担当者の良き伴侶となるよう

心掛けて編集したものであります。

　関係各位が、この書を活用され、この制度の目的達成のため益々ご精進あらんことを切望してやみま

せん。

地方公務員共済組合制度研究会

共済事務関係者必携の法令集
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はしがきはしがき

●地方公務員共済組合制度の運営上、必要とされる法令等を体系的に網羅した、唯一の六法。

●原則として、令和3年7月1日までに公布された法令情報を収録。

●主要基本法令である「地方公務員等共済組合法」「地方公務員等共済組合法の長期給付等に
関する施行法」「地方公務員等共済組合法施行令」には、実務上便利な〔関係条文〕〔運用方
針〕〔関係法令〕の注記を記載。
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成
二
十
三
年
政
令
第
百
五
十
一
号
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令

（
抄
）

○
被
用
者
年
金
一
元
化
法
等
施
行
前
の
地
方
公
務

収 録 内 容
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